
 

 

 

 

相模原市消費生活総合センターは、昨今の複雑化・多様化する消費者トラブ

ルの原因となっている消費者問題について、市民の皆様にやさしく学んでいた

だけるよう４日間の学習セミナーを開催します。 

コロナ禍で発生した消費者トラブルの実例やその対処方法、環境問題や投資、

法律知識などについてそれぞれの分野の専門家から学んでいただけます。国民

生活センターの見学会も予定しています。  

【日 時・内 容】 

第１回 １１月１０日（木）「消費者トラブルを知ろう！」 

第２回 １１月１７日（木）「「お金」を学ぼう！投資と運用と消費者トラブル」 

第３回 １１月２５日（金）「毎日の暮らし方が社会を変える！」 

第４回 １１月３０日（水）「消費者はどう守られるの？」 

※各回１３時３０分～１５時 

※講座内容は２０～４０代向け。各回の講師は別紙参照。 

【会 場】  シティ・プラザはしもと（緑区橋本６－２－１） 

6 階 ソレイユさがみ セミナールーム 

       第３回は、（独）国民生活センター相模原事務所（中央区弥栄３－１－１） 

【対象者】  市内在住か在勤、在学の２０歳以上 １５名程度（申込順） 

※相模原市民を優先しますが、他市の方でも受講可能です 

       ※参加費無料 
 

【申 込】  令和４年１０月１９日（水）から当日まで以下のいずれかで申込 

・ホームページ（https://www.soleilsagami.jp/j/category/eventguide/） 

・ソレイユさがみへ電話（042-775-1775）、FAX（042-775-1776） 

・ソレイユさがみの窓口 
 

【取 材】  取材される場合は、事前の申込みをお願いします。１１月９日（水）午後５

時までに電話で消費生活総合センターにお申込みください。 

【その他】  一部の日程のみでも参加可能です。２歳以上の未就学児は受講中、保育士に

よる預かりが可能です。（無料・要予約） 

 お問合せ先 
消費生活総合センター 

直通電話：042-775-1779 

担当：田中・簑和田 

令和４年１０月１４日  
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相模原市

主催：相模原市消費生活総合センター・ソレイユさがみ

対 象：市内在住か在勤・在学の２０歳以上

※講座内容は２０～４０代向けです

※相模原市民を優先しますが他市の方も受講可能です

場 所：シティ・プラザはしもと ソレイユさがみ セミナールーム

※第３回のみ、（独）国民生活センター相模原事務所

人 数： １５名程度（申込順）

申込方法：直接またはＨＰ、電話（042-775-1775）、

ＦＡＸ（042-775-1776）でソレイユさがみへ

申込期間：令和４年１０月１９日（水）〜当日

備 考：内容についてのお問い合わせは、消費生活総合センター（042-775-1779）へ

第２回 「お金」を学ぼう！
投資と運用と消費者トラブル

「儲け」に係る消費者トラブルから危険をさける方法を身につけよう！
講師：県金融広報委員会 金融広報アドバイザー

第３回 毎日の暮らし方が社会を変える！
消費生活と環境問題とのつながりを学ぼう！

講師：東京家政学院大学 教授

第４回 消費者はどう守られるの？
泣き寝入りはしない！消費者の権利と責任を理解しよう！

講師：県弁護士会 弁護士

第１回 消費者トラブルを知ろう！
コロナ禍で加速するデジタル社会に潜むトラブルとは？

講師：市消費生活相談員

会場案内図（シティ・プラザはしもと）

11/10（木）

11/17（木）

11/25（金）

11/30（水）

各日

13:30-15:00

保育
２歳以上の未就学児は

受講中保育士が預かります
（無料・要予約）


